
JP 5489027 B2 2014.5.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
自動販売機によって供給される水を浄化することを目的とし、
－入り口（６．１）を通ってフィルタ（１）へと侵入する水道水が中を流れる濾過本体（
２）と、
－前記濾過本体（２）を取り囲んでおり、浄化された水を出口（６．２）を介してユーザ
に送達するチャンバ（３）と、
－前記自動販売機を消毒することができる殺菌溶液を中に含んでおり、仕切り壁（４．１
）によって前記チャンバ（３）から隔てられている殺菌チャンバ（４）とを備えるフィル
タ（１）であって、
前記殺菌チャンバ（４）が、前記殺菌溶液が前記仕切り壁（４．１）上に形成された経路
（４．２）を通って前記チャンバ（３）へと侵入することができるように設計された特定
の機構（５、５．１）に適合されていることと、
前記機構（５、５．１）が、
－前記殺菌チャンバ（４）の外側に位置する圧点（５）と、
－この圧点（５）に接続され、前記殺菌チャンバ（４）の内部にある穴あけポンチ（５．
１）とを含み、
前記圧点（５）に対して作用することにより、前記穴あけポンチ（５．１）が動いて前記
仕切り壁（４．１）上にある前記経路（４．２）を開放させて前記自動販売機の消毒工程
が開始されることを特徴とするフィルタ（１）。
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【請求項２】
前記機構（５、５．１）が、あらかじめ設定された圧力で膜（４．３）を破くことによっ
てこの経路（４．２）を不可逆的に開放すること含むことを特徴とする、請求項１に記載
のフィルタ（１）。
【請求項３】
前記フィルタ（１）が消耗しそれを新しいフィルタ（１）と交換する前に、前記膜（４．
３）を不可逆的な方法で一回だけ破くことができることを特徴とする、請求項２に記載の
フィルタ（１）。
【請求項４】
前記フィルタ（１）は、前記フィルタの機能に関する情報をユーザに提供することができ
る情報提供用の電子機器（７、８）に適合されており、該情報が、水の流量調節、容器が
空になった場合の警告および／または前記フィルタ（１）が誤って設置された場合のエラ
ーメッセージで構成されていることを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の
フィルタ（１）。
【請求項５】
情報提供用の前記電子機器（７、８）が、ＲＦＩＤタグ（８）と、前記フィルタ（１）の
装着ヘッド（６）に配置されたディスプレイ（７）とを含むことができることを特徴とす
る、請求項４に記載のフィルタ（１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の主題は、特殊な消毒システムに適合されたフィルタであり、これは水の自動販
売機または他の飲料の自動販売機を殺菌することができる。
【背景技術】
【０００２】
　近年、使用されている飲料自動販売機の数が増加しており、それらは例えばレストラン
、ホテル、バー、コミュニティセンタおよび食堂など大量の水を消費するカフェテリア方
式で飲食物を提供する施設において多く見受けられる。
【０００３】
　この種の水の自動販売機には（以後この用語は、水に限らず最も広い意味の「飲料自動
販売機」の意味で使用される）既に規格化されている構造および操作上の特徴があり、こ
れらは本記載には含まれない。
【０００４】
　このような目的に関して、全てのタイプの自動販売機が水道管への接続を必要とし、よ
り進歩した形式では、供給される飲料を冷やしユーザが所望の水温を選択することができ
る手段を必要とすると言うだけで十分である。
【０００５】
　同時にいずれのタイプの水の自動販売機にも最も高品質の水を保証するように設計され
た特殊なフィルタが含まれ、不純物、石灰およびその他の水からの望ましくない物質を除
去する必要がある。
【０００６】
　最も一般的に利用されるタイプのフィルタは基本的に、
－洗浄可能なメッシュスクリーンまたは同様の機能を備え、付着した不純物を捕らえる機
械的フィルタ、
－０．５ミクロン以上の不純物を捕らえることができる複合構造の活性炭のフィルタ（こ
のようなフィルタは紫外線殺菌剤と併用される場合もある）、
－１／１０００ミクロンほどの穴を有する限外ろ過膜を備えたフィルタ、
－溶解した無機塩類も捕らえ、水の化学的および物理的組成を変質させる逆浸透フィルタ
である。
【０００７】
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　いずれのタイプのフィルタも、特定の時間間隔の後、または分配された水が特定の量に
達した後に完全な交換を含めた通常のメンテナンスを受ける必要がある。一般に、標準的
なフィルタの場合、１０，０００／１１，０００リットル（これより小さいサイズの場合
２，０００／３，０００リットル）の水が分配されると交換することを勧められ、この閾
値を超えると消耗したフィルタは適切に機能しなくなり、さらにはこの回路およびユーザ
に供給される飲料を汚染する恐れのある物質を放出する可能性すらある。
【０００８】
　このような理由でこうしたフィルタを交換するだけでなく、水の自動販売機を入念に消
毒することも必要であり、これは定期的に（一般には６または１２ヶ月毎であり、自動販
売機が設置される場所とどの位の頻度で使用されるかによる）または新しいフィルタを設
置する前に行なう必要がある。
【０００９】
　消毒は酸性溶液を使用して行なわれるが、この溶液は経時的に蓄積される石灰付着物お
よび細菌バイオフィルムを除去することも可能であり、最も一般的に使用される溶液は（
天然の物を利用することもできるが）以下の過酸化水素水、複数の合成物の活性塩素、リ
ン酸、オゾン、活性酸素、第４級アンモニウム塩および他の物質の１つまたは複数の化学
物質で構成される。
【００１０】
　これらの消毒製品は全て効果的でなければならないが、飲料水を再度供給する際に自動
販売機に消毒剤の残留物が残らないように簡単にすすぎ落せる必要がある。
【００１１】
　特定のケースではユーザは、フィルタの代わりに一時的に設置する消毒製品のカートリ
ッジを含む特定のキットを独自に購入することによって消毒工程に対応することが可能で
ある。
【００１２】
　しかしながら手順の重要性から見て、頻繁に消毒するには専門の技術サービスが必要と
なり、これは通常、水中に消毒液を噴射するポンプを利用して（温水暖房器から石灰の付
着物を除去するのに使用される方法と同様に）、または他の方法によって水と接触する全
ての構成要素の清掃および消毒を行なう。
【００１３】
　メンテナンスがユーザによって直接行なわれてもあるいは技術的なサービスコールで行
なわれても、最終的には消毒の手順には特定の管理が必要であり付加的な費用がかかって
しまう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明の目的は、消毒装置が内蔵されたフィルタを開発することによって上記に記載し
た問題の少なくとも一部を回避することである。
【００１５】
　このおよび他の目的は（以下で明確になると思われるが）、通常の水の自動販売機に内
蔵される消毒装置において達成される。
【００１６】
　本発明の追加の特徴は、特許請求の範囲の条件を満たし非限定的な例という意図で提供
される添付の図面に例示される好ましい形態の構造についての以下の記載においてより適
切に特定されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明による消毒装置が内蔵されたフィルタの正面図である。
【図２】図１と同様に見えるが、本発明によるフィルタに内蔵された消毒ユニットの切欠
き図である。
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【図３】非作動位置にあるフィルタに内蔵された消毒ユニットの切欠き図である。
【図４】作動位置にある、フィルタに内蔵された消毒ユニットの切欠き図である。
【図５Ａ】本発明による一体式の消毒装置を備えたフィルタ締付けキャップの正面図であ
る。
【図５Ｂ】本発明による一体式の消毒装置を備えたフィルタ締付けキャップの切欠き図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下は本発明の特徴であり、図面で提供される参照事項を使用している。
【００１９】
　図１を参照すると、番号１は自動販売機から出てくる水を浄化するように設計されたフ
ィルタを示しており、装着ヘッド６を利用してこのフィルタに差し込みアダプタが挿入さ
れる。
【００２０】
　該フィルタ１の外側ケーシング１．１の内部は従来通りの濾過ユニット２であり、水道
水が装着ヘッド６の入り口６．１を通ってフィルタ内に侵入する際、水道水がそこを通過
して流れる。従来技術でのように、浄化された水は濾過ユニット２を通過した後濾過ユニ
ット２を取り囲んでいるチャンバ３へと流れ込み、ここから水はユーザに向けて流れ、フ
ィルタ１から装着ヘッド６の出口６．２を通って外に流れ出る。
【００２１】
　この点に関する記述は従来技術の一般的なフィルタとほぼ一致する。
【００２２】
　本発明の目的は、フィルタ１の下に位置し、仕切り壁４．１によって上部がチャンバ３
から隔てられているが外側ケーシング１．１の中に位置する追加のチャンバ４が存在する
ことで成り立っている。
【００２３】
　このチャンバ４は以後「殺菌チャンバ」と呼ばれるが、水の自動販売機を消毒する化学
物質または天然物質を中に含んでいる。
【００２４】
　しかるべく考慮してみると、殺菌チャンバ４の内容物はチャンバ３に流れ込むように作
製されており、仕切り壁４．１上にある経路４．２を開放させる特殊な機構を備えている
。その後この消毒液はチャンバ３内の水で希釈され、自動販売機の回路に排出されフィル
タ１からのラインを下り水の自動販売機を殺菌する。
【００２５】
　添付の図面は、限定することなく、仕切り壁４．１上にある該経路４．２の開放機構の
１つの可能な解釈を示している。
【００２６】
　この機構は、殺菌チャンバ４より下で壁に接して外側に位置する圧点５を含む。圧点５
を（手動によりまたはボタンまたはレバーなどの既知の手段を使って）作動させると、殺
菌チャンバ４の下方の壁が押し上げられ、これにより殺菌チャンバ４の内側に位置する穴
あけポンチ５．１が同様の動きをし、これが該下方の壁と協働して作用する。
【００２７】
　この穴あけポンチ５．１によってあらかじめ設定された破ける圧力で膜４．３が破損さ
せられ、殺菌容液が経路４．２を通ってチャンバ３へと侵入することができる。
【００２８】
　本発明の理想的な変形形態では、上記に記載した機構によって水の自動販売機の消毒工
程が開始されるが、この機構は、フィルタ１が消耗しこのフィルタを新しいフィルタと交
換する前に始動される。
【００２９】
　しかしながらフィルタ１が消耗する前に水の自動販売機を消毒することを可能にする本
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発明の一変形形態を含むことも可能である。この変形形態では、消毒液が殺菌チャンバ４
からチャンバ３に侵入するのを可能にする機構が該膜４．３を破損させずに、一時的にそ
れを開放するだけである。あらかじめ設定された圧力で膜を破く代わりに、単に膜４．３
が通常は閉鎖しているが開閉可能な膜であることを要求するだけでこの目的を達成するこ
とができる。
【００３０】
　この変形形態によって、消毒の手順が完了した後フィルタ１がその浄化作業を再開する
ことが可能であり、殺菌チャンバ４はこのときその消毒液が空になっており、膜４．３を
再び閉鎖し、その結果経路４．２を再び閉鎖することによって上部がチャンバ３から再び
隔てられる。
【００３１】
　開閉する膜の代わりとなる添付の図面で証明されないさらに複雑な解決策としては、ば
ねように作用する弾性バンドを利用して経路４．２を殺菌チャンバ４と密閉されたチャン
バ３の間に維持する作動装置を挙げることができる。
【００３２】
　経路４．２が瞬間的かつ可逆的に開放する他の変形形態によって別の可能性も与えられ
、これは殺菌チャンバ４に別の消毒液を補充するステップを含むことができ、これにより
フィルタ１を自動販売機から切り離してこれを新しいフィルタと交換する前にフィルタ１
の寿命の間にまたはフィルタ１が消耗するまでに第２の消毒手順が可能になる。
【００３３】
　殺菌チャンバ４は、外部開口または同等の手段によって、あるいは殺菌チャンバ全体を
フィルタ１から取り外すことが可能であり、殺菌溶液を再び注ぎ足した後に再度接続可能
であることを含み得る設計によって補充することが可能である。
【００３４】
　本発明の記載から分かるように内蔵式の消毒装置に適合されたフィルタ１の主な利点は
簡単で経済的な消毒工程であり、好ましくはユーザによって直接行なわれ、外部の技術サ
ービスや、別個に購入される他のキットとフィルタを一時的に交換する必要がない点にあ
る。
【００３５】
　当業者にとっては、この進歩的概念に固有の新規性の範囲をもらさず内蔵式の消毒装置
を備えたフィルタ１の多数の変形形態が可能であることは明白である。また本発明の実際
の利用において先に記載した多様な構成要素を技術的に等価な要素で置き換えることもで
きることは明らかである。
【００３６】
　例えば本発明は、ユーザに誘導される水の回路の中で殺菌溶液に特定の色、香りまたは
風味を加えることができる消毒方法を利用するように設計することもでき、同様にこのユ
ーザが、それが消毒工程を終える時期をより簡単に知ることができ、水の自動販売機を正
常に作動させることが可能である。
【００３７】
　図５Ａおよび図５Ｂに示される本発明の一変形形態において、内蔵式の消毒装置を備え
たフィルタ１は、ユーザのために特殊な電子機器に適合させることができる。例えば従来
技術でのように、装着ヘッド６が計器を内蔵することでフィルタ１を通過する水を測定し
、ユーザが見ることができる情報をアナログまたはデジタルでディスプレイ７に表示する
ことができる。同一の電子手段によって、ユーザはフィルタの交換または誤ってフィルタ
が設置された場合の必要な警告（これは音声による警告であってよい）を受信することが
できる。
【００３８】
　フィルタ１を高周波識別する目的でこの情報を装着ヘッド６に挿入されたＲＦＩＤタグ
８を使用して処理することができ、このタグは水の自動販売機に設置された対応するトラ
ンスポンダと情報の交換を行なう。
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【符号の説明】
【００３９】
　１　フィルタ
　１．１　外側ケーシング
　２　濾過ユニット
　３　チャンバ
　４　殺菌チャンバ
　４．１　仕切り壁
　４．２　経路
　４．３　膜
　５　圧点
　５．１　穴あけポンチ
　６　装着ヘッド
　６．１　入り口
　６．２　出口
　７　ディスプレイ
　８　ＲＦＩＤタグ

【図１】

【図２】

【図３】
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